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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放射線検出器の種別情報に放射線撮影に係る情報が関連付けられた情報である撮影情報
が登録済みの放射線検出器の撮影情報の一覧を提示して前記一覧からの選択を受け付ける
選択画面を表示部に表示させる表示制御手段と、
　ある放射線検出器の登録の際に、前記選択画面を介して選択された撮影情報を、前記あ
る放射線検出器の前記放射線検出器を一意に識別可能な情報である固有情報に関連付ける
関連付け手段と、
　前記ある放射線検出器の種別情報と前記選択された前記撮影情報に関連付けられた放射
線検出器の種別情報とが同一であるか否かを判定する判定手段と、
を有し、
　前記関連付け手段は、前記判定手段により同一であると判定された場合、前記選択され
た撮影情報を前記ある放射線検出器の固有情報に関連付ける制御装置。
【請求項２】
　前記判定手段により同一でないと判定された場合、前記表示制御手段は、前記ある放射
線検出器の種別に対応する撮影情報の作成画面を表示させ、
　前記作成画面を介して受け付けた設定に基づいて、前記ある放射線検出器の種別に対応
する撮影情報を作成する作成手段を更に有し、
　前記関連付け手段は、前記作成手段により作成された撮影情報を前記ある放射線検出器
の固有情報に関連付ける請求項１に記載の制御装置。
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【請求項３】
　放射線検出器の種別情報に放射線撮影に係る情報が関連付けられた情報である撮影情報
が登録済みの放射線検出器の撮影情報の一覧を提示して前記一覧からの選択を受け付ける
選択画面を表示部に表示させる表示制御手段と、
　ある放射線検出器の登録の際に、前記選択画面を介して選択された撮影情報を、前記あ
る放射線検出器の前記放射線検出器を一意に識別可能な情報である固有情報に関連付ける
関連付け手段と、
　前記選択された撮影情報に基づいて、前記ある放射線検出器の固有情報に関連付ける撮
影情報を作成する作成手段と、
を有し、
　前記関連付け手段は、前記作成手段により作成された撮影情報を前記ある放射線検出器
の固有情報に関連付け、
　前記作成手段は、前記選択画面を介して選択された全ての撮影情報に前記ある放射線検
出器の種別情報が含まれているか否かに基づいて、前記ある放射線検出器の固有情報に関
連付ける撮影情報を作成する制御装置。
【請求項４】
　ある放射線検出器の登録の際に、前記ある放射線検出器の種別情報を特定する特定手段
と、
　放射線検出器の種別情報に放射線撮影に係る情報が関連付けられた撮影情報として、前
記特定手段により特定された種別情報を含む撮影情報が作成済みであるか否かを判定する
判定手段と、
　前記判定手段により作成済みであると判定された場合、前記特定された種別情報を含む
撮影情報を検出する検出手段と、
　前記検出手段により検出された撮影情報と、前記ある放射線検出器の前記放射線検出器
を一意に識別可能な情報である固有情報とを関連付ける関連付け手段と、
を有する制御装置。
【請求項５】
　前記判定手段により作成済みでないと判定された場合、前記特定された種別情報を含む
撮影情報の作成画面を表示部に表示させる表示制御手段と、
　前記作成画面を介して受け付けた設定に基づいて、前記特定された種別情報を含む撮影
情報を作成する作成手段と、
を更に有し、
　前記関連付け手段は、前記作成手段により作成された撮影情報と、前記ある放射線検出
器の固有情報とを関連付ける請求項４に記載の制御装置。
【請求項６】
　前記作成手段は、前記判定手段により作成済みでないと判定された場合であって、かつ
、撮影情報の作成規則が予め定められている場合、前記特定された種別情報を含む撮影情
報を前記作成規則に基づいて作成する請求項５に記載の制御装置。
【請求項７】
　前記関連付け手段は、前記関連付けにおける関連付け規則が予め定められている場合、
前記検出された撮影情報と、前記ある放射線検出器の固有情報とを前記関連付け規則に基
づいて関連付ける請求項４乃至６の何れか１項に記載の制御装置。
【請求項８】
　前記特定手段は、前記ある放射線検出器の記憶領域に代替機情報が記憶されていない場
合、前記ある放射線検出器の種別情報を特定し、前記代替機情報が前記記憶領域に記憶さ
れている場合、前記代替機情報に基づいて代替対象の放射線検出器を特定し、
　前記検出手段は、前記特定手段により代替対象の放射線検出器が特定された場合、前記
特定された放射線検出器の固有情報に関連付けられている撮影情報を検出する請求項４乃
至７の何れか１項に記載の制御装置。
【請求項９】
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　前記表示制御手段は、使用不可になった放射線検出器の種別情報及び関連付けられてい
る撮影情報を含む記録情報が前記制御装置の記憶領域に記憶された場合であって、かつ、
前記放射線検出器の種別情報と前記特定された種別情報とが同一である場合、前記記録情
報を提示する記録情報画面を前記表示部に表示させ、
　前記検出手段は、前記記録情報画面を介して受け付けた指示に応じて、前記記録情報に
含まれる撮影情報を検出する請求項５に記載の制御装置。
【請求項１０】
　前記撮影情報は、放射線検出器の種別情報に、前記放射線撮影に係る情報として撮影条
件に関する情報又は画像処理条件に関する情報のうち少なくとも何れかが関連付けられた
情報であり、
　前記固有情報は、前記放射線検出器のシリアルナンバーである請求項１乃至９の何れか
１項に記載の制御装置。
【請求項１１】
　制御装置が実行する制御方法であって、
　放射線検出器の種別情報に放射線撮影に係る情報が関連付けられた情報である撮影情報
が登録済みの放射線検出器の撮影情報の一覧を提示して前記一覧からの選択を受け付ける
選択画面を表示部に表示させるステップと、
　ある放射線検出器の登録の際に、前記表示された選択画面を介して選択された撮影情報
を、前記ある放射線検出器の前記放射線検出器を一意に識別可能な情報である固有情報に
関連付けるステップと、
　前記ある放射線検出器の種別情報と前記選択された前記撮影情報に関連付けられた放射
線検出器の種別情報とが同一であるか否かを判定するステップと、
を含み、
　前記関連付けるステップは、前記判定するステップにおいて同一であると判定された場
合、前記選択された撮影情報を前記ある放射線検出器の固有情報に関連付ける制御方法。
【請求項１２】
　制御装置が実行する制御方法であって、
　放射線検出器の種別情報に放射線撮影に係る情報が関連付けられた情報である撮影情報
が登録済みの放射線検出器の撮影情報の一覧を提示して前記一覧からの選択を受け付ける
選択画面を表示部に表示させるステップと、
　ある放射線検出器の登録の際に、前記表示された選択画面を介して選択された撮影情報
を、前記ある放射線検出器の前記放射線検出器を一意に識別可能な情報である固有情報に
関連付けるステップと、
　前記選択された撮影情報に基づいて、前記ある放射線検出器の固有情報に関連付ける撮
影情報を作成するステップと、
を含み、
　前記関連付けるステップでは、前記作成するステップにより作成された撮影情報を前記
ある放射線検出器の固有情報に関連付け、
　前記作成するステップでは、前記選択画面を介して選択された全ての撮影情報に前記あ
る放射線検出器の種別情報が含まれているか否かに基づいて、前記ある放射線検出器の固
有情報に関連付ける撮影情報を作成する制御方法。
【請求項１３】
　制御装置が実行する制御方法であって、
　ある放射線検出器の登録の際に、前記ある放射線検出器の種別情報を特定する特定ステ
ップと、
　放射線検出器の種別情報に放射線撮影に係る情報が関連付けられた撮影情報として、前
記特定ステップにより特定された種別情報を含む撮影情報が作成済みであるか否かを判定
する判定ステップと、
　前記判定ステップにより作成済みであると判定された場合、前記特定された種別情報を
含む撮影情報を検出する検出ステップと、
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　前記検出ステップにより検出された撮影情報と、前記ある放射線検出器の前記放射線検
出器を一意に識別可能な情報である固有情報とを関連付ける関連付けステップと、
を含む制御方法。
【請求項１４】
　コンピュータに、
　放射線検出器の種別情報に放射線撮影に係る情報が関連付けられた情報である撮影情報
が登録済みの放射線検出器の撮影情報の一覧を提示して前記一覧からの選択を受け付ける
選択画面を表示部に表示させるステップと、
　ある放射線検出器の登録の際に、前記表示された選択画面を介して選択された撮影情報
を、前記ある放射線検出器の前記放射線検出器を一意に識別可能な情報である固有情報に
関連付けるステップと、
　前記ある放射線検出器の種別情報と前記選択された前記撮影情報に関連付けられた放射
線検出器の種別情報とが同一であるか否かを判定するステップと、
を実行させ、
　前記関連付けるステップでは、前記判定するステップにおいて同一であると判定された
場合、前記選択された撮影情報を前記ある放射線検出器の固有情報に関連付けるプログラ
ム。
【請求項１５】
　コンピュータに、
　放射線検出器の種別情報に放射線撮影に係る情報が関連付けられた情報である撮影情報
が登録済みの放射線検出器の撮影情報の一覧を提示して前記一覧からの選択を受け付ける
選択画面を表示部に表示させるステップと、
　ある放射線検出器の登録の際に、前記表示された選択画面を介して選択された撮影情報
を、前記ある放射線検出器の前記放射線検出器を一意に識別可能な情報である固有情報に
関連付けるステップと、
　前記選択された撮影情報に基づいて、前記ある放射線検出器の固有情報に関連付ける撮
影情報を作成するステップと、
を実行させ、
　前記関連付けるステップでは、前記作成するステップにより作成された撮影情報を前記
ある放射線検出器の固有情報に関連付け、
　前記作成するステップでは、前記選択画面を介して選択された全ての撮影情報に前記あ
る放射線検出器の種別情報が含まれているか否かに基づいて、前記ある放射線検出器の固
有情報に関連付ける撮影情報を作成するプログラム。
【請求項１６】
　コンピュータに、
　ある放射線検出器の登録の際に、前記ある放射線検出器の種別情報を特定する特定ステ
ップと、
　放射線検出器の種別情報に放射線撮影に係る情報が関連付けられた撮影情報として、前
記特定ステップにより特定された種別情報を含む撮影情報が作成済みであるか否かを判定
する判定ステップと、
　前記判定ステップにより作成済みであると判定された場合、前記特定された種別情報を
含む撮影情報を検出する検出ステップと、
　前記検出ステップにより検出された撮影情報と、前記ある放射線検出器の前記放射線検
出器を一意に識別可能な情報である固有情報とを関連付ける関連付けステップと、
を実行させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、制御装置、制御方法及びプログラムに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、医療分野における放射線画像（特に、Ｘ線を使用したＸ線画像）の撮影では、被
検者に放射線を照射し、透過した放射線の強度を放射線検出器で検出することにより、放
射線画像の撮影を行う放射線撮影システムが知られている。また、一般的に病院内ではネ
ットワークが構築されており、ネットワークに各種の医療装置が接続され、病院情報シス
テム（ＨＩＳ）、放射線情報システム（ＲＩＳ）、医療用画像サーバ等と連携している。
　放射線撮影システムでの撮影においては、撮影を行う前に撮影条件を選択する必要があ
る。通常、撮影する被検者の撮影部位や撮影姿勢、撮影に使用する放射線検出器の種別毎
に、各々の組合せにおいて最適な画像処理パラメータは異なり、撮影条件とは、これらの
情報を持ち合わせたものからなる。例えば、操作者が、撮影部位は胸部、撮影姿勢は立位
、放射線検出器は放射線検出器Ａを使用するという条件で撮影を行いたい場合は、これら
の情報を持つ撮影条件を撮影前に選択する。この撮影条件は、撮影部位情報と、撮影姿勢
情報及び放射線検出器の種別情報からなる組合せ情報との２つから構成されている。設定
画面等では、撮影部位情報と、各組合せ情報との関連付けの設定が可能である。また、組
合せ情報の編集では、撮影姿勢情報の変更や、放射線検出器の種別情報と各放射線検出器
の固有情報との関連付け等の設定も行うことができる。
　一方、放射線撮影システムに新しい放射線検出器を導入する場合、組合せ情報と、多数
あることが常である撮影部位情報との関連付けの作業は操作者の負担となることがある。
これに対し、特許文献１では、新規に撮影姿勢情報と放射線検出器の種別情報とからなる
組合せ情報の作成時に、各撮影部位情報との関連付けを自動で行うことで操作者の負担を
軽減するようなＸ線撮影制御システムが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１３－３９１９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の技術は、組合せ情報を新規に作成した場合を想定している
。例えば、放射線検出器が故障した際の代替機導入時や新たに放射線検出器を導入する場
合等は、放射線検出器の固有情報と各組合せ情報との関連付けの設定を操作者が手動で行
う必要があった。そのため、放射線検出器固有の固有情報と複数の組合せ情報との関連付
けを行う場合は、組合せ情報が複数あるが故に、関連付けの作業が操作者の負担となるこ
とや、特定の組合せ情報との関連付けを忘れるといった作業ミスにつながる可能性がある
。
　そこで、本発明は、放射線検出器を導入する際の操作者の作業負荷及び作業ミスを低減
させることが可能な技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで、本発明の制御装置は、放射線検出器の種別情報に放射線撮影に係る情報が関連
付けられた情報である撮影情報が登録済みの放射線検出器の撮影情報の一覧を提示して前
記一覧からの選択を受け付ける選択画面を表示部に表示させる表示制御手段と、ある放射
線検出器の登録の際に、前記選択画面を介して選択された撮影情報を、前記ある放射線検
出器の前記放射線検出器を一意に識別可能な情報である固有情報に関連付ける関連付け手
段と、前記ある放射線検出器の種別情報と前記選択された前記撮影情報に関連付けられた
放射線検出器の種別情報とが同一であるか否かを判定する判定手段と、を有し、前記関連
付け手段は、前記判定手段により同一であると判定された場合、前記選択された撮影情報
を前記ある放射線検出器の固有情報に関連付ける。
【発明の効果】
【０００６】
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　本発明によれば、放射線検出器を導入する際の操作者の作業負荷及び作業ミスを低減さ
せることが可能な技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】放射線撮影システムのシステム構成の一例を示す図である。
【図２】制御装置及び放射線検出器の構成の一例を示す図である。
【図３】放射線撮影システムの表示画面の一例を示す図（その１）である。
【図４】実施形態１の処理の一例を示すフローチャート（その１）である。
【図５】実施形態１の処理の一例を示すフローチャート（その２）である。
【図６】放射線撮影システムの表示画面の一例を示す図（その２）である。
【図７】実施形態２の処理の一例を示すフローチャート（その１）である。
【図８】放射線撮影システムの表示画面の一例を示す図（その３）である。
【図９】実施形態２の処理の一例を示すフローチャート（その２）である。
【図１０】実施形態３における代替機情報の一例を示す図である。
【図１１】実施形態３の処理の一例を示すフローチャートである。
【図１２】ログ情報及びログ情報表示画面の一例を示す図である。
【図１３】実施形態４の処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、本発明を実施するための形態について図面を用いて説明する。
＜実施形態１＞
（１．放射線撮影システムの概略構成）
　図１は、本実施形態における放射線撮影システム１００のシステム構成の一例を示す図
である。放射線撮影システム１００は、制御装置１１０と、放射線発生部１１４Ａ、１１
４Ｂと、放射線検出器１１５Ａ、１１５Ｂと、放射線部門内情報システム（ＲＩＳ）１３
０と、画像サーバ（ＰＡＣＳ）１４０と、院内情報システム（ＨＩＳ）１５０とを備えて
いる。なお、以降の説明では便宜上、放射線発生部１１４Ａ、１１４Ｂを単に放射線発生
部といい、放射線検出器１１５Ａ、１１５Ｂを単に放射線検出器という場合がある。
　制御装置１１０は、表示部１１２、操作部１１３、放射線発生部１１４Ａ、１１４Ｂ及
び放射線検出器１１５Ａ、１１５Ｂと、有線又は無線で接続されており、各機器の動作を
制御する。また、制御装置１１０は、放射線部門内情報システム（ＲＩＳ）１３０、画像
サーバ（ＰＡＣＳ）１４０、院内情報システム（ＨＩＳ）１５０とネットワーク１２０を
介して接続されており、放射線画像や患者情報等をやり取りすることができる。表示部１
１２は、撮影検査情報、撮影された放射線画像等の各種の情報を表示する。操作部１１３
は、操作者（ユーザ）からの入力情報を受け付ける。本実施形態では、表示部１１２はモ
ニタ、操作部１１３はキーボードやマウス、タッチパネルである。
【０００９】
　放射線発生部１１４Ａ、１１４Ｂは、放射線を発生させる放射線管を具備しており、被
写体である患者１０００Ａ、１０００Ｂに対して放射線を照射する。患者１０００Ａは立
位、患者１０００Ｂは仰臥位であり、放射線発生部１１４Ａ、１１４Ｂ、放射線検出器１
１５Ａ、１１５Ｂが撮影に適した位置に配置されている。放射線検出器１１５Ａ、１１５
Ｂは、それぞれ放射線発生部１１４Ａ、１１４Ｂから照射された放射線を検出する。制御
装置１１０は、放射線検出器１１５Ａ、１１５Ｂで検出されて取得された放射線画像デー
タに対して画像処理を施して、放射線画像として表示部１１２に表示する。
　なお、本実施形態における放射線撮影システム１００は、放射線部門内情報システム（
ＲＩＳ）１３０と、画像サーバ（ＰＡＣＳ）１４０と、院内情報システム（ＨＩＳ）１５
０とを含むものとして説明を行うが、これらの一部を含まない構成にしてもよい。また、
図１の例では、放射線発生部及び放射線検出器として、放射線発生部１１４Ａ、１１４Ｂ
、放射線検出器１１５Ａ、１１５Ｂについて説明したが、更なる放射線発生部及び放射線
検出器の組み合わせが放射線撮影システム１００に含まれていてもよい。また、上述した
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放射線撮影システム１００の機能が一つの装置で実現されるような構成としてもよい。
【００１０】
（２．制御装置の構成）
　次に、本実施形態における制御装置１１０の構成例について説明する。図２（ａ）は、
制御装置１１０のハードウェア構成の一例を示す図である。制御装置１１０は、ＣＰＵ２
０１と、ＲＡＭ２０２と、ＲＯＭ２０３と、外部メモリ（記憶領域）２０４と、通信Ｉ／
Ｆ部２０５とを備えており、バスを介して相互に接続されている。
　ＣＰＵ２０１は、制御装置１１０の動作を統括的に制御するものであり、図２（ａ）に
示す各構成部（ＲＡＭ２０２～通信Ｉ／Ｆ部２０５）を、バスを介して制御する。ＲＡＭ
２０２は、ＣＰＵ２０１の主メモリ、ワークエリア等として機能する。ＲＯＭ２０３には
、ＣＰＵ２０１が処理を実行するために必要なプログラム２０３１等が記憶されている。
なお、プログラム２０３１は、外部メモリ２０４に記憶されていてもよい。ＣＰＵ２０１
は、ＲＯＭ２０３等から必要なプログラム２０３１をＲＡＭ２０２にロードして実行する
ことにより、後述する制御装置１１０のソフトウェア構成及びフローチャートに係る処理
を実現する。
　外部メモリ２０４には、例えば、ＣＰＵ２０１がプログラム２０３１等を用いた処理を
行う際に必要な各種のデータや各種の情報等が記憶されている。また、外部メモリ２０４
には、例えば、ＣＰＵ２０１がプログラム２０３１等を用いた処理を行うことにより得ら
れた各種のデータや各種の情報等が記憶される。通信Ｉ／Ｆ部２０５は、外部との通信を
司る。バスは、ＣＰＵ２０１と、ＲＡＭ２０２、ＲＯＭ２０３、外部メモリ２０４及び通
信Ｉ／Ｆ部２０５とを通信可能に接続する。
【００１１】
　図２（ｂ）は、本実施形態における制御装置１１０のソフトウェア構成の一例を示す図
である。制御装置１１０は、操作検出部２１１と、組合せ情報設定部２１２と、組合せ情
報制御部２１３と、検出器判定部２１４と、組合せ情報判定部２１５と、表示制御部２１
６と、撮影条件制御部２１７と、制御部２１８とを備えている。上述したように、これら
の各機能は、ＣＰＵ２０１がＲＯＭ２０３に格納されたプログラムをＲＡＭ２０２に展開
して実行することで実現される。
　操作検出部２１１は、操作部１１３を介したユーザ操作を検出する。組合せ情報設定部
２１２は、放射線撮影システム１００で使用する放射線検出器の種別情報と患者の撮影姿
勢情報とからなる組合せ情報の作成及び編集をする。なお、本実施形態を含む以降の実施
形態では、組合せ情報が放射線検出器の種別情報と撮影姿勢情報とからなるものとして説
明するが、組合せ情報に含まれる情報はこれに限る必要はない。例えば、組合せ情報は、
放射線検出器の種別情報に、患者の撮影部位や撮影姿勢といった撮影条件に関する情報や
画像処理条件に関する情報等が関連付けられた情報（撮影情報）であってもよい。
【００１２】
　組合せ情報制御部２１３は、組合せ情報設定部２１２で設定された組合せ情報と各放射
線検出器固有の固有情報とを関連付ける。ここでいう固有情報とは、例えば各放射線検出
器のシリアルナンバー等であり、放射線検出器を一意に識別可能な情報である。検出器判
定部２１４は、放射線検出器や放射線検出器の種別情報を特定する。組合せ情報判定部２
１５は、放射線撮影システム１００に設定されている組合せ情報の有無を判定する。表示
制御部２１６は、組合せ情報設定部２１２での設定に係る画面を表示部１１２に表示した
り、撮影された放射線画像を表示部１１２に表示したり、操作検出部２１１が検出した操
作部１１３を介した操作に対応した表示を表示部１１２に表示したりする。
　撮影条件制御部２１７は、撮影部位情報と組合せ情報設定部２１２で設定された組合せ
情報とを関連付ける。制御部２１８は、放射線撮影システム１００に設定されている各種
設定情報の有無の判定、作成及び編集を行う。なお、上述の各ソフトウェア構成はあくま
でも一例であり、制御装置１１０は、上述の各ソフトウェア構成における機能の一部を含
まない構成としてもよいし、更なる機能を含むソフトウェア構成としてもよい。
【００１３】
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（３．放射線検出器の構成）
　次に、本実施形態における放射線検出器１１５Ａ、１１５Ｂの構成例について説明する
。図２（ｃ）は、放射線検出器１１５Ａ、１１５Ｂのハードウェア構成の一例を示す図で
ある。放射線検出器１１５Ａ、１１５Ｂは、検出器制御部２５１と、検知回路２５２と、
駆動回路２５３と、読み出し回路２５４と、通信回路２５５と、電源２５６と、内部メモ
リ（記憶領域）２５７とを備えている。
　検出器制御部２５１は、各部を統合的に制御する。検知回路２５２は、放射線センサの
出力を監視して放射線の照射を検知する。駆動回路２５３は、放射線センサを蓄積状態又
は読み出し状態で駆動させる。例えば、検知回路２５２での放射線照射の検知に基づいて
、検出器制御部２５１が駆動回路２５３に対して蓄積状態を開始させる指示を行い、駆動
回路２５３は当該指示に基づいて放射線センサを読み出し状態で駆動させる。
　読み出し回路２５４は、駆動回路２５３により読み出された信号を増幅してＡＤ変換し
、放射線画像データを出力する。通信回路２５５は、読み出し回路２５４から出力された
放射線画像データの送信や、制御装置１１０からの制御信号の受信を行う。電源２５６は
、各構成要素に電力を供給する。放射線検出器１１５Ａ、１１５Ｂは、制御装置１１０か
ら受信した制御信号にしたがって動作を制御する。内部メモリ２５７には、例えば、放射
線検出器１１５Ａの代替機であることがわかるような情報等が記憶されている。
【００１４】
（４．組合せ情報設定画面の一例）
　図３（ａ）は、本実施形態における表示部１１２に表示される組合せ情報設定画面３０
１の一例を示す図である。組合せ情報設定画面３０１は、組合せ情報表示領域３０２、追
加指示領域３０３、削除指示領域３０４、組合せ情報詳細表示領域３０５、組合せ名設定
領域３０６、撮影姿勢選択領域３０７、検出器種別選択領域３０８、色情報選択領域３０
９を有している。更に、組合せ情報設定画面３０１は、登録検出器表示領域３１０、設定
完了指示領域３１１、設定取消し指示領域３１２を有している。
　組合せ情報表示領域３０２は、放射線撮影システム１００で設定されている組合せ情報
の一覧を表示し、組合せ情報の一覧には、組合せ情報の名前、放射線検出器の種別情報、
撮影姿勢情報が表示される。追加指示領域３０３は、新規に組合せ情報を作成するための
ボタンである。削除指示領域３０４は、組合せ情報表示領域３０２で選択された組合せ情
報を削除するためのボタンである。組合せ情報表示領域３０２で未選択の場合、ボタンは
無効となる。
【００１５】
　組合せ情報詳細表示領域３０５は、組合せ情報表示領域３０２で選択された組合せ情報
の詳細が表示されている。組合せ名設定領域３０６は、組合せ情報の名前が表示された領
域で、テキストボックス等からなり、キーボード等の操作部１１３を介して変更すること
ができる。撮影姿勢選択領域３０７は、組合せ情報の撮影姿勢情報を表示、変更すること
ができる領域であり、コンボボックス等の撮影姿勢情報の一覧から選択することができる
。検出器種別選択領域３０８は、組合せ情報における放射線検出器の種別を表示、変更す
ることができる領域であり、コンボボックス等の種別情報の一覧から選択することができ
る。色情報選択領域３０９は、撮影画面に撮影条件を表示する際に、操作者が判別しやす
いように組合せ情報毎に色を設定する領域であり、コンボボックス等の色情報の一覧から
選択することができる。
　登録検出器表示領域３１０は、放射線撮影システム１００に登録されている放射線検出
器の一覧を表示し、放射線検出器の一覧には、組合せ情報と関連付けされているかのチェ
ックボックス、各放射線検出器の名前、シリアルナンバー、種別情報が表示される。チェ
ックボックスにチェックをすることで組合せ情報詳細表示領域３０５に表示されている組
合せ情報と関連付けることができる。このとき、関連付けを行う放射線検出器の種別情報
と検出器種別選択領域３０８で表示されている種別情報とが同一でないとチェックボック
スにチェックをすることはできない。設定完了指示領域３１１は、組合せ情報の設定内容
の確定を指示するボタンである。設定取消し指示領域３１２は、組合せ情報の設定の変更



(9) JP 6558916 B2 2019.8.14

10

20

30

40

50

内容の取消しを指示するボタンである。
【００１６】
（５．組合せ情報新規作成画面の一例）
　図３（ｂ）は、組合せ情報設定画面３０１に表示されている追加指示領域３０３のボタ
ンを押下した際に、表示部１１２に表示される組合せ情報新規作成画面３１３の一例を示
す図である。組合せ情報新規作成画面３１３は、組合せ名設定領域３１４、撮影姿勢選択
領域３１５、検出器種別選択領域３１６、色情報選択領域３１７、登録検出器表示領域３
１８、設定完了指示領域３１９、設定取消し指示領域３２０を有している。
　組合せ名設定領域３１４は、組合せ情報の名前を設定するため領域で、テキストボック
ス等からなり、キーボード等の操作部１１３を介して設定することができる。撮影姿勢選
択領域３１５は、組合せ情報の撮影姿勢情報を設定することができる領域であり、コンボ
ボックス等の撮影姿勢情報の一覧から選択することができる。検出器種別選択領域３１６
は、組合せ情報における放射線検出器の種別情報を設定することができる領域であり、コ
ンボボックス等の種別情報の一覧から選択することができる。色情報選択領域３１７は、
撮影画面に撮影条件を表示する際に、操作者が判別しやすいように、組合せ情報毎に色を
設定する領域であり、コンボボックス等の色情報の一覧から選択することができる。
【００１７】
　登録検出器表示領域３１８は、放射線撮影システム１００に登録されている放射線検出
器の一覧を表示し、放射線検出器の一覧には、組合せ情報と関連付けするためのチェック
ボックス、各放射線検出器の名前、シリアルナンバー、種別情報が表示される。チェック
ボックスにチェックをすることで作成中の組合せ情報と関連付けることができる。このと
き、関連付けを行う放射線検出器の種別情報と検出器種別選択領域３１６で表示されてい
る種別情報とが同一でないとチェックボックスにチェックをすることはできない。設定完
了指示領域３１９は、組合せ情報の作成内容の確定を指示するボタンである。登録検出器
表示領域３１８のチェックボックスに少なくとも一つ以上チェックがされていない場合、
ボタンは無効となる。設定取消し指示領域３２０は、組合せ情報の作成の取消しを指示す
るボタンである。
　操作者は操作部１１３を介して各ボタン等を選択指示することができる。あるいは表示
部１１２がタッチパネルである場合、直接組合せ情報設定画面３０１又は組合せ情報新規
作成画面３１３をタッチ操作することで各ボタン等を選択指示してもよい。
【００１８】
（６．自動関連付け処理の一例）
　図４は、本実施形態における放射線撮影システム１００に放射線検出器を登録する際に
、制御装置１１０が、登録された放射線検出器と組合せ情報とを関連付ける処理の一例を
示すフローチャートである。
　Ｓ４０１で、制御部２１８は、放射線撮影システム１００に未登録の放射線検出器が登
録されたか判定する。制御部２１８は、登録されたと判定した場合、Ｓ４０２に進み、登
録されていないと判定した場合、登録されるまで待機する。Ｓ４０２で、検出器判定部２
１４は、登録された放射線検出器の種別情報を特定する。Ｓ４０３で、組合せ情報判定部
２１５は、Ｓ４０２で特定された放射線検出器の種別情報を含んだ組合せ情報が放射線撮
影システム１００に作成済みであるか判定する。組合せ情報判定部２１５は、作成済みで
あると判定した場合、Ｓ４０４に進み、作成済みでないと判定した場合、Ｓ４０６に進む
。
　Ｓ４０４で、組合せ情報制御部２１３は、Ｓ４０２で特定された放射線検出器の種別情
報を含んだ組合せ情報を全て検出する。Ｓ４０５で、組合せ情報制御部２１３は、登録さ
れた放射線検出器のシリアルナンバー等の固有情報と、Ｓ４０４で検出した全ての組合せ
情報とを関連付ける。Ｓ４０６で、表示制御部２１６は、表示部１１２に組合せ情報新規
作成画面３１３を表示する。なお、Ｓ４０６における処理は、組合せ情報新規作成画面３
１３を表示する作成画面表示処理の一例である。以上で図４のフローチャートの各処理が
終了する。
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　以上説明したように、本実施形態では放射線検出器の導入の際に、制御装置１１０が、
前記放射線検出器の固有情報と、前記放射線検出器の種別情報を含んだ組合せ情報とを自
動的に関連付ける。この際、前記種別情報を含んだ組合せ情報が無い場合、制御装置１１
０は、組合せ情報新規作成画面３１３を表示する。これにより、放射線検出器を導入する
際の操作者による放射線検出器の固有情報と組合せ情報との関連付けの作業負荷及び作業
ミスによる関連付けの漏れを低減させることが可能となる。
【００１９】
［変形例１］
　変形例１では、予め、放射線検出器の固有情報と組合せ情報との関連付けの規則（関連
付け規則）、及び、組合せ情報を自動で作成する際の作成規則（組合せ情報自動作成規則
）を設定する。これらの規則設定により、操作者の意図に沿った放射線検出器の固有情報
と組合せ情報との関連付けを行う例を説明する。放射線撮影システム１００や制御装置１
１０等の構成は実施形態１で説明したものと同様である。
　図５は、制御装置１１０が、関連付け規則及び組合せ情報自動作成規則に基づいて、放
射線検出器の固有情報と組合せ情報との関連付けを行う処理の一例を示すフローチャート
である。図４と同様の処理については同符号を付しており、説明を省略する。
　Ｓ５０１で、制御部２１８は、放射線撮影システム１００に関連付け規則が既に設定済
みか判定する。ここで、関連付け規則とは、例えば、無線通信を使用した放射線検出器は
、撮影姿勢が臥位である撮影姿勢情報を含んだ組合せ情報とは関連付けさせない等といっ
た放射線検出器と組合せ情報との関連付けの方法を取り決めたものである。制御部２１８
は、関連付け規則が設定済みであると判定した場合、Ｓ５０２に進み、未設定であると判
定した場合、Ｓ４０５に進む。Ｓ５０２で、組合せ情報制御部２１３は、関連付け規則に
基づいて、登録された放射線検出器の固有情報とＳ４０４で検出した組合せ情報とを関連
付ける。
【００２０】
　Ｓ５０３で、制御部２１８は、放射線撮影システム１００に組合せ情報自動作成規則が
既に設定済みか判定する。ここで、組合せ情報自動作成規則とは、例えば、組合せ情報の
デフォルト名を「Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ＿」とし、放射線検出器の種別や撮影姿勢の文字列
を末尾に加える等の組合せ情報の作成方法を取り決めたものである。また、組合せ情報自
動作成規則は、異なる条件の組合せ情報を複数作成するような規則であってもよい。制御
部２１８は、組合せ情報自動作成規則が設定済みであると判定した場合、Ｓ５０４に進み
、未設定であると判定した場合、Ｓ４０６に進む。
　Ｓ５０４で、組合せ情報設定部２１２は、組合せ情報自動作成規則に基づいて、組合せ
情報を作成する。Ｓ５０５で、組合せ情報制御部２１３は、登録した放射線検出器の固有
情報と、Ｓ５０４で作成された組合せ情報とを関連付ける。
　以上説明したように、変形例１では、関連付け規則及び組合せ情報自動作成規則を使用
する。これにより、自動関連付け処理において、操作者の意図に沿った放射線検出器の固
有情報と組合せ情報との関連付けが実現できるという効果がある。
【００２１】
＜実施形態２＞
　実施形態１では、放射線検出器の登録の際において、組合せ情報と放射線検出器の固有
情報との関連付けを自動的に行う例を説明した。これに対して、実施形態２では、放射線
検出器の登録前に予め操作者が、既に放射線撮影システム１００に登録されている放射線
検出器を選択する。そして、選択された放射線検出器に関連付けられている組合せ情報と
、登録する放射線検出器の固有情報との関連付けを行う例を説明する。
　一般的に、使用していた放射線検出器が故障等で使用することできなくなり、代替機を
使用する必要がある場合、代替機に関連付けされる組合せ情報は、それまで使用していた
放射線検出器と同一であることが望ましい。実施形態２では、使用していた放射線検出器
が故障等のため代替機を使用する際に、それまで使用していた放射線検出器に関連付けら
れている組合せ情報と同等の組合せ情報を容易に関連付けできる例を説明する。なお、本
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実施形態における放射線撮影システム１００、制御装置１１０等の構成は、実施形態１と
同様であるため、説明を省略する。
【００２２】
　図６は、実施形態２の表示部１１２に表示される放射線検出器選択画面６０１の一例を
示す図である。放射線検出器選択画面６０１は、放射線検出器一覧表示領域６０２、選択
完了指示領域６０３、選択取消し指示領域６０４を有している。
　放射線検出器一覧表示領域６０２は、放射線撮影システム１００に登録されている放射
線検出器の一覧を表示する。放射線検出器の一覧には、放射線検出器を選択するためのチ
ェックボックス、各放射線検出器の名前、関連付けられている組合せ情報、放射線検出器
の種別情報、シリアルナンバーが表示される。放射線検出器を選択するには、任意のチェ
ックボックスに一つ、チェックをする。
　選択完了指示領域６０３は、放射線検出器の選択内容の確定を指示するボタンであり、
押下されると、制御装置１１０が選択された放射線検出器に関連付けられている組合せ情
報と、登録する放射線検出器との関連付けを行う。また、放射線検出器一覧表示領域６０
２のチェックボックスの何れか一つにチェックがされていない場合、ボタンは無効となる
。選択取消し指示領域６０４は、放射線検出器の選択の取消しを指示するボタンである。
【００２３】
　図７は、制御装置１１０が、操作者による放射線検出器選択画面６０１の選択結果に基
づいて、放射線検出器の固有情報と組合せ情報との関連付けを行う処理の一例を示すフロ
ーチャートである。図４と同様の処理については同符号を付しており、説明を省略する。
　Ｓ７０１で、表示制御部２１６は、放射線検出器選択画面６０１を表示部１１２に表示
する。なお、Ｓ７０１における処理は、登録済みの放射線検出器の一覧が提示される放射
線検出器選択画面６０１を表示する表示処理の一例である。Ｓ７０２で、操作検出部２１
１は、選択完了指示領域６０３のボタンの押下を検出したか判定する。操作検出部２１１
は、選択完了指示領域６０３のボタンが押下されたと判定した場合、Ｓ４０１に進み、押
下されていないと判定した場合、選択完了指示領域６０３のボタンが押下されるまで待機
する。
　Ｓ７０３で、検出器判定部２１４は、Ｓ４０２で特定された放射線検出器の種別情報と
、Ｓ７０２で選択された放射線検出器の種別情報とが同一であるか判定する。検出器判定
部２１４は、同一であると判定した場合、Ｓ７０４に進み、同一ではないと判定した場合
、Ｓ４０６に進む。Ｓ７０４で、組合せ情報判定部２１５は、Ｓ７０２で選択された放射
線検出器に関連付けられている全ての組合せ情報を検出する。以上で図７のフローチャー
トの各処理が終了する。
　以上説明したように、実施形態２では、放射線検出器の登録前に予め操作者が、既に放
射線撮影システム１００に登録されている放射線検出器を選択する。そして、制御装置１
１０は、選択された放射線検出器に関連付けられている組合せ情報と、登録する放射線検
出器の固有情報との関連付けを行う。これにより、故障等で使用していた放射線検出器に
代えて代替機を使用する必要がある場合、代替機にそれまで使用していた放射線検出器と
同一の組合せ情報を関連付けることが容易に可能になり、代替機が使用可能となるまでの
時間を短縮させる効果がある。
【００２４】
［変形例２］
　実施形態２の例では、故障等で放射線検出器の代替機を使用する場合、代替機である放
射線検出器の種別は代替前の放射線検出器と同種のものであった。しかし、状況によって
は同種の代替機が存在せず、新種別の放射線検出器を代替機として使用する場合がある。
このような場合においても、新種別の放射線検出器に関連付けられる組合せ情報は、それ
まで使用していた放射線検出器と同一の組合せ情報であることが望ましい。
　そこで、変形例２では、放射線撮影システム１００に、登録済みの放射線検出器の種別
には無い新種別の放射線検出器を登録する場合において、その新種別の放射線検出器の固
有情報と組合せ情報との関連付けを行う例を説明する。放射線撮影システム１００や制御
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装置１１０等の構成は実施形態１で説明したものと同様である。
【００２５】
　図８は、変形例２で表示部１１２に表示される組合せ情報選択画面８０１の一例を示す
図である。組合せ情報選択画面８０１は、組合せ情報一覧表示領域８０２、組合せ情報選
択完了指示領域８０３、組合せ情報選択取消し指示領域８０４を有している。組合せ情報
一覧表示領域８０２は、放射線撮影システム１００に設定されている組合せ情報の一覧を
表示する。組合せ情報の一覧には、それぞれ組合せ情報を選択するためのチェックボック
ス、各組合せ情報の名前、撮影姿勢、放射線検出器の種別、色情報が表示される。組合せ
情報を選択するには、チェックボックスに少なくとも一つ以上、チェックをする。
　組合せ情報選択完了指示領域８０３は、組合せ情報の選択内容の確定を指示するボタン
であり、押下されると、制御装置１１０が選択された組合せ情報の設定を基に新規に組合
せ情報を作成し、登録する放射線検出器との関連付けを行う。また、組合せ情報一覧表示
領域８０２のチェックボックスの何れか一つにチェックがされていない場合、ボタンは無
効となる。組合せ情報選択取消し指示領域８０４は、放射線検出器の選択の取消しを指示
するボタンである。
【００２６】
　図９は、制御装置１１０が、操作者による組合せ情報選択画面８０１の選択結果に基づ
いて、放射線検出器の固有情報と組合せ情報との関連付けを行う処理の一例を示すフロー
チャートである。図４と同様の処理については同符号を付しており、説明を省略する。
　Ｓ９０１で、表示制御部２１６は、組合せ情報選択画面８０１を表示部１１２に表示す
る。なお、Ｓ９０１における処理は、組合せ情報の一覧が提示される組合せ情報選択画面
８０１を表示する選択画面表示処理の一例である。Ｓ９０２で、操作検出部２１１は、組
合せ情報選択完了指示領域８０３のボタンの押下を検出したか判定する。操作検出部２１
１は、組合せ情報選択完了指示領域８０３のボタンが押下されたと判定した場合、Ｓ４０
１に進み、押下されていないと判定した場合、組合せ情報選択完了指示領域８０３のボタ
ンが押下されるまで待機する。
　Ｓ９０３で、組合せ情報判定部２１５は、組合せ情報一覧表示領域８０２で選択された
組合せ情報の中に、Ｓ４０２で特定された放射線検出器の種別情報が含まれていないか判
定する。組合せ情報判定部２１５は、含まれていないと判定した場合、Ｓ９０４に進み、
含まれていると判定した場合、Ｓ９０６に進む。Ｓ９０４で、組合せ情報設定部２１２は
、選択された組合せ情報の設定値（例えば、撮影姿勢が立位で、色情報がオレンジ）と、
Ｓ４０２で特定された種別情報とからなる組合せ情報を作成する。Ｓ９０５で、組合せ情
報制御部２１３は、登録された放射線検出器の固有情報と、Ｓ９０４で作成された組合せ
情報とを関連付ける。
【００２７】
　Ｓ９０６で、組合せ情報判定部２１５は、Ｓ４０２で特定された放射線検出器の種別情
報が、組合せ情報一覧表示領域８０２で選択された組合せ情報のうち、全てに含まれてい
るか判定する。組合せ情報判定部２１５は、全てに含まれていないと判定した場合、Ｓ９
０７に進み、全てに含まれていると判定した場合、Ｓ９０９に進む。
　Ｓ９０７で、組合せ情報設定部２１２は、選択された組合せ情報のうち、Ｓ４０２で特
定された放射線検出器の種別情報を含んでいない組合せ情報の設定値と、特定された種別
情報とからなる組合せ情報を作成する。Ｓ９０８で、組合せ情報制御部２１３は、作成さ
れた組合せ情報及び特定された放射線検出器の種別情報を含む組合せ情報と、登録された
放射線検出器の固有情報とを関連付ける。一方、Ｓ９０９で、組合せ情報制御部２１３は
、登録された放射線検出器の固有情報と、選択された全ての組合せ情報とを関連付ける。
以上で図９のフローチャートの各処理が終了する。
　以上説明したように、変形例２では、制御装置１１０が既存の組合せ情報の設定に基づ
いて、組合せ情報の作成及び関連付けを行う。これにより、自動関連付け処理において、
故障等で新種別の放射線検出器を代替機として放射線撮影システム１００に追加する場合
に、それまで使用していた放射線検出器に関連付けられていた組合せ情報と同等の組合せ
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情報を関連付けできるという効果がある。
【００２８】
＜実施形態３＞
　実施形態３では、放射線検出器の内部メモリ２５７に代替機であることを示す情報を記
憶させておく。そして、放射線撮影システム１００に前記放射線検出器を登録する際に、
制御装置１１０が前記情報を参照して、放射線検出器の固有情報と組合せ情報とを自動で
関連付ける例を説明する。
　実施形態２では、故障等で放射線検出器の代替機を使用する場合、代替機と関連付ける
組合せ情報をそれまで使用していた放射線検出器と同等の組合せ情報にする必要がある。
そのため、操作者が対象となる放射線検出器を選択したり、組合せ情報を予め選択したり
することで、同等の組合せ情報と関連付けを行うことができる。しかしながら、放射線撮
影システム１００に登録されている放射線検出器の数が複数存在する場合、その中から所
望の放射線検出器を探す必要があり、操作者による手動の選択作業に時間を要することも
ある。
　実施形態３では、これらの操作者による手動の作業を低減し、より簡易に放射線検出器
の固有情報と組合せ情報とを関連付ける例を説明する。なお、本実施形態における放射線
撮影システム１００、制御装置１１０等の構成は、実施形態１と同様であるため、説明を
省略する。
【００２９】
　図１０は、内部メモリ２５７に記憶されている代替機情報１００１の一例を示す図であ
る。代替機情報１００１は、代替が可能か否かを示す情報や、代替対象の放射線検出器の
名前やシリアルナンバー等の情報からなる。これらの情報は、工場出荷時に設定してもよ
いし、操作部１１３やネットワーク１２０を介して設定してもよい。
　図１１は、制御装置１１０が放射線検出器の内部メモリ２５７に記憶されている代替機
情報１００１に基づいて、放射線検出器の固有情報と組合せ情報とを自動的に関連付ける
処理の一例を示すフローチャートである。図４と同様の処理については同符号を付してお
り、説明を省略する。
　Ｓ１１０１で、制御部２１８は、登録された放射線検出器の内部メモリ２５７に代替機
情報１００１が記憶されているか判定する。制御部２１８は、記憶されていると判定した
場合、Ｓ１１０２に進み、記憶されていないと判定した場合、Ｓ４０２に進む。Ｓ１１０
２で、制御部２１８は、代替機情報１００１から代替対象の放射線検出器を特定する。Ｓ
１１０３で、検出器判定部２１４は、放射線撮影システム１００にＳ１１０２で特定され
た放射線検出器が登録されているか判定する。検出器判定部２１４は、登録されていると
判定した場合、Ｓ１１０４に進み、登録されていないと判定した場合、Ｓ４０２に進む。
Ｓ１１０４で、組合せ情報判定部２１５は、代替対象の放射線検出器に関連付けられてい
る組合せ情報を全て検出する。以上で図１１のフローチャートの各処理が終了する。
　以上説明したように、実施形態３では、制御装置１１０が内部メモリ２５７に記憶され
た代替機情報を基に放射線検出器の固有情報と組合せ情報との関連付けを行う。これによ
り、代替機に対する組合せ情報の関連付けが容易になり、操作者による代替対象となる放
射線検出器の選択作業等に伴う作業負荷が低減されるといった効果がある。
【００３０】
＜実施形態４＞
　実施形態４では、代替対象の放射線検出器が、外部メモリ２０４に代替機対象の放射線
検出器の情報を記憶させる。そして、代替機を放射線撮影システム１００に登録する際に
、制御装置１１０が前記情報を参照して、放射線検出器の固有情報と組合せ情報とを自動
で関連付ける例を説明する。なお、本実施形態における放射線撮影システム１００、制御
装置１１０等の構成は、実施形態１と同様であるため、説明を省略する。
　図１２（ａ）は、実施形態４において外部メモリ２０４に記憶されているログ情報（記
録情報）１２０１の一例を示す図である。ログ情報１２０１は、代替対象の放射線検出器
に関連付けられていた組合せ情報の一覧や、放射線検出器の名前や種別情報等の情報から
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なる。
　図１２（ｂ）は、実施形態４で表示部１１２に表示されるログ情報画面１２２１の一例
を示す図である。ログ情報画面１２２１は、ログ情報一覧表示領域１２２２、完了指示領
域１２２３、取消し指示領域１２２４を有している。ログ情報一覧表示領域１２２２は、
外部メモリ２０４に記憶されているログ情報１２０１の一覧を表示する。完了指示領域１
２３３は、ログ情報一覧表示領域１２２２に表示されている組合せ情報と登録された放射
線検出器の固有情報との関連付けを指示するボタンである。取消し指示領域１２２４は、
ログ情報一覧表示領域１２２２に表示されている組合せ情報との関連付けを行わないこと
を指示するボタンである。
【００３１】
　図１３は、制御装置１１０が外部メモリ２０４に記憶されているログ情報１２０１に基
づいて、放射線検出器の固有情報と組合せ情報とを自動的に関連付ける処理の一例を示す
フローチャートである。図４、図１１と同様の処理については同符号を付しており、説明
を省略する。
　Ｓ１３０１で、検出器制御部２５１は、放射線検出器使用中において、放射線検出器の
状態を監視し、使用不可状態であるか判定する。検出器制御部２５１は、使用不可状態で
あると判定した場合、Ｓ１３０２に進み、使用可能状態であると判定した場合、放射線検
出器の状態の監視を続ける。Ｓ１３０２で、検出器制御部２５１は、外部メモリ２０４に
ログ情報１２０１を記憶させる。Ｓ１３０３で、制御部２１８は、ログ情報１２０１に含
まれている放射線検出器の種別情報とＳ４０２で特定された種別情報とが同一であるか判
定する。制御部２１８は、同一であると判定した場合、Ｓ１３０４に進み、同一でないと
判定した場合、Ｓ４０３に進む。
【００３２】
　Ｓ１３０４で、表示制御部２１６は、表示部１１２にログ情報画面１２２１を表示する
。なお、Ｓ１３０４における処理は、ログ情報（記録情報）１２０１が提示されるログ情
報画面（記録情報画面）１２２１を表示する記録情報画面表示処理の一例である。Ｓ１３
０５で、操作検出部２１１は、ログ情報画面１２２１を介して操作者の操作を検出し、ロ
グ情報画面１２２１に表示されている放射線検出器の代替機として使用するか否かに関し
て何れの指示を受け付けたかを判定する。操作検出部２１１は、操作者が代替機として使
用すると指示したと判定した場合、Ｓ１１０４に進み、使用しないと指示したと判定した
場合、処理を終了する。以上で図１３のフローチャートの各処理が終了する。
　以上説明したように、実施形態４では、制御装置１１０が外部メモリ２０４に記憶され
たログ情報を基に放射線検出器の固有情報と組合せ情報との関連付けを行う。これにより
、代替機に対する組合せ情報の関連付けが容易になり、操作者による代替対象となる放射
線検出器の選択作業等に伴う作業負荷が低減されるといった効果がある。
【００３３】
＜その他の実施形態＞
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【００３４】
　以上、上述した各実施形態によれば、放射線検出器を導入する際の操作者の作業負荷及
び作業ミスを低減させることが可能な技術を提供することができる。
【００３５】
　以上、本発明の好ましい形態について詳述したが、本実施形態は係る特定の実施形態に
限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された本発明の要旨の範囲内において、
種々の変形・変更が可能である。
【符号の説明】
【００３６】
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１００　放射線撮影システム、１１０　制御装置、１１２　表示部、１１３　操作部、１
１４　放射線発生部、１１５　放射線検出器、１３０　放射線部門内情報システム（ＲＩ
Ｓ）、１４０　画像サーバ（ＰＡＣＳ）、１５０　院内情報システム（ＨＩＳ）
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